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近年の雇用情勢は不況の影響を受け就職難に一層拍車がかかる傾向にあり、かつ、労働者意識は個々

人のワークスタイルの多面化の傾向が顕著な時代となってきている。一方でこのような傾向は、雇用主

側の活発な採用を妨げる要因に拍車をかけつつある。 

もとより、出産後の育児中女性の社会復帰を望む動向、障がい者雇用問題、エイジレス（高齢者）雇用

を国内促進すべきであることは、雇用者並びに使用者に課せられた責務であり国民の格差解消・公平な

労働機会を保護する見地からも等閑視できないところである。 

しかるに、近時の就業難により、社会的不安をかもしている状況に鑑み、労働基準法及び労働者派遣法

が改正され雇用促進の強化が図られる一方で、育児・障がい・エイジレスへの推進は決して十分なもの

とは言えず、将来的に育児・障がい・エイジレス対象者となる若い世代においてもその不安は増大しつ

つある。 

このような事態に対応し、育児・障がい・エイジレス対象者の雇用促進のための支援と事業主におい

てのこれらの適正な雇用環境の整備の推進を目的に、対象者への各種研修及び講習会を行なうとともに、

雇用者並びに使用者への育児・障がい・エイジレス対象者の公平な雇用機会促進のための意識啓発と適

正な雇用に向けての普及啓発並びに適正な雇用のための専門知識を有する管理者の育成・養成を行うこ

ととした。今後、国民に対し、常時その時代の雇用スタイル及びワークライフバランスについての新し

い知識と情報を提供し、その社会的立場を保護し、育児・障がい・エイジレス対象者の雇用の信頼性と

促進性を高めるために、全国的規模の機関を設立して雇用者への意識向上と適正な就業を可能とする労

働者を育成し、及び掌握を公益的に支援することが急務となった。 

このため、一般社団法人日本雇用環境整備機構を設立し、研修・講習の業務を実施するとともに、育

児・障がい・エイジレス対象者の指導、教育及び養成、雇用主への育児・障がい・エイジレスに関する

適正な雇用環境整備を促進する管理者の養成、調査業務、公平なる雇用機会の推進及び採用に関する施

策の調査、研究、普及並びに関係官庁、関係諸団体との連絡、協調を行なおうとするものである。 
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基本事業 

１．育児・障がい・エイジレス対象者への講習会の実施 

２．育児・障がい・エイジレス対象者への研修の実施及び能力認定制度の実施 

３．育児・障がい・エイジレスの公正な採用を行う雇用主の認定制度の実施 

４．育児・障がい・エイジレスに関する調査業務、公平なる雇用機会の推進及び採用に関する施策の調

査、研究、普及並びに関係書籍の発刊 

５．その他、雇用に関する調査、研究、普及 


